
（５）効果的な保健指導方法の開発 

健診・保健指導を受けた者については、健診結果、質問票、保健指導内容

が医療保険者によってデータとして管理されることになる。また、医療保険

者はレセプトを有していることから、これらのデータを個人別又は集団とし

て分析することが可能となる。このため、これらのデータ解析から保健指導

の成果に関する評価を行い、より効果的な保健指導方法を開発することが必

要である。 

このような保健指導の評価は、保健指導実施者個人及び組織として行い、

その改善に努めること、また研修に活かすことが必要であり、保健指導実施

者は、常に自己研鑽に努めることが求められる。 

 

（６）ポピュレーションアプローチや社会資源の活用 

  保健指導は、健診結果及び質問票に基づき、個人の生活習慣を改善する方

向で支援が行われるものであるが、個人の生活は家庭、職場、地域で営まれ

ており、生活習慣は生活環境、風習、職業などの社会的要因に規定されるこ

とも大きい。このため、様々な生活の場が健康的な生活への行動変容を支え、

又は維持できる環境となっていることが必要である。 

具体的には、地域や職域において、①飲食店や社員食堂での健康に配慮し

た食事（ヘルシーメニュー）の提供や栄養表示の実施、②安全なウォーキン

グロードや運動施設、それらを拠点とした総合型地域スポーツクラブなどの

身近に運動に親しむことができる環境、③受動喫煙の防止対策を行っている

施設、④同じ健康課題を持つ者の仲間づくり、⑤日常的な健康情報の提供な

どが整備される必要がある。また、これらのポピュレーションアプローチの

環境づくりとともに、健診後の保健指導においても、健康増進施設や労働者

健康保持増進サービス機関などの健康づくりに資する社会資源を積極的に活

用することが望ましい。 

 

（７）地域・職域におけるグループ等との協働 

糖尿病等の生活習慣病の予備群に対する保健指導とは、対象者が自らの生

活習慣における課題を認識し、対象者が主体的に健康に向けて行動変容でき

るよう支援することである。特に、糖尿病等の生活習慣病の予備群に対する

保健指導は、生活環境、労働環境等と関連づけて実施することが必要である。 

 地域・職域には、生活習慣病に関する自助グループや健康づくり推進員等

の組織化されたグループが存在する場合があり、このようなグループを健診

や保健指導の機会に周知することが重要である。 

  グループに所属する地域住民・労働者は、保健指導対象者と同じ、あるい

は類似した生活環境や労働環境である。 
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